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林
　
　
　
寿
　
　
二

　
　
　
　
　
　
第
二
　
財
団
の
結
合
構
造

　
　
　
　
　
　
　
四
　
財
団
的
結
合
体
の
例
（
続
・
完
）

　
　
　
　
　
　
目
　
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
意
思
実
現

　
２
　
意
思
実
現
の
方
法

　
Ａ
　
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
意
思
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
意
思
を
解
釈
し
、
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設

立
者
は
、
そ
の
結
合
体
を
永
く
、
不
変
的
に
存
続
せ
し
め
た
い
か
ら
、
設
立
意
思
の
表
現
は
抽
象
的
、
原
理
的
に
な
り
易
い
。
そ
こ

で
そ
の
意
思
解
釈
、
即
ち
意
味
づ
け
は
広
般
且
つ
詳
細
に
わ
た
る
。
そ
の
た
め
解
釈
は
、
意
思
形
成
即
ち
立
法
に
近
い
様
相
を
帯
び

る
。
財
団
的
宗
教
結
合
体
に
意
思
機
関
が
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
実
体
は
か
か
る
解
釈
機
関
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
意
思
機
関
と
い
う
に
は
、
結
合
体
の
性
格
を
根
本
的
に
変
革
し
た
り
、
解
散
で
き
る
程
の
、
独
立
・
自
主
的
な
権
限
を
も
つ
も

の
と
解
し
た
い
。
思
う
に
、
設
立
者
が
、
解
釈
機
関
に
か
か
る
権
限
を
容
易
に
与
え
る
筈
が
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な
強

　
　
　
　
財
団
・
組
合
及
び
社
団
の
結
合
構
造
（
五
）
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大
な
権
限
を
も
つ
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
恐
ら
く
結
合
体
の
外
に
立
っ
て
結
合
体
を
支
配
す
る
、
謂
わ
ば
所
有
者
的
存
在

で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
彼
は
、
も
は
や
機
関
で
は
な
い
。

　
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
意
思
実
現
方
法
に
、
教
義
を
宣
布
し
、
儀
式
を
執
行
す
る
面
（
宗
教
行
為
）
と
、
宗
教
行
為
を
前
提
と
し

つ
つ
、
宗
教
結
合
体
を
統
治
又
は
管
理
す
る
面
（
統
治
行
為
又
は
管
理
行
為
）
と
あ
る
。
宗
教
結
合
体
を
発
生
的
に
み
る
と
、
教
祖

が
ま
づ
欲
し
た
の
は
宗
教
行
為
で
あ
る
が
、
一
度
宗
教
集
団
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
統
治
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
宗

教
結
合
体
で
は
両
者
共
に
、
形
影
相
俟
つ
。

　
Ｂ
　
宗
教
行
為
。
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
宗
教
行
為
は
、
聖
職
者
が
行
う
（
。
聖
職
者
は
、
救
ま
的
善
の
受
益
者
か
ら
で
な
く
、
上

か
ら
、
宗
教
的
救
応
力
の
把
握
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
力
に
よ
っ
て
、
宗
教
行
為
を
行
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
階
層
的
・
支
配
的
に
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師

築
さ
れ
た
組
織
の
中
で
行
わ
れ
る
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
宗
教
行
為
は
使
徒
職
の
創
設
か
ら
始
ま
る
。
教
祖
は
教
会
建
設
と
宣
教
の
任
務
を
使
徒
達
に
あ
て
、
彼
ら
は

与
え
ら
れ
た
権
能
に
基
い
て
宣
教
に
従
事
し
、
各
地
に
地
方
的
教
会
を
建
て
、
教
団
を
指
導
し
、
そ
の
頭
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
普
遍

的
教
会
に
合
体
さ
せ
た
。
こ
の
使
徒
職
は
、
個
々
の
使
徒
と
し
て
は
本
質
的
に
同
一
で
あ
っ
た
が
、
教
会
の
一
致
の
た
め
に
、
一
の

頭
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
使
徒
の
一
人
ペ
テ
ロ
に
普
遍
的
教
会
に
対
す
る
至
高
権
を
与
え
、
そ
の
他
の
使
徒
団
に
も
裁
治
権
を
与

え
た
。
こ
れ
が
、
教
祖
の
た
て
た
教
会
の
基
本
構
造
を
な
す
と
い
わ
れ
る
。
教
祖
が
使
徒
と
そ
の
後
継
者
に
与
え
た
権
能
は
、
教
え

る
権
能
（
教
職
）
、
秘
跡
を
通
じ
て
め
ぐ
み
を
分
配
す
る
権
能
（
祭
職
）
及
び
掟
を
定
め
、
罰
を
科
す
ー
信
者
を
治
め
る
ー
権

能
（
牧
職
）
で
あ
る
。
使
徒
の
後
継
者
は
司
教
で
あ
り
、
ペ
テ
ロ
の
後
継
者
は
教
皇
で
あ
る
。
か
く
て
最
高
の
司
祭
職
と
し
て
の
教

皇
位
は
、
教
会
の
一
体
の
た
め
、
全
教
会
・
全
修
道
関
係
に
於
て
剔
的
至
上
権
と
、
独
立
・
自
由
に
行
使
で
き
る
最
高
の
統
治
権
を
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有
し
、
又
、
信
仰
・
道
徳
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
不
可
謬
性
を
(
ヴ
ア
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
）
与
え
ら
れ
た
。
司
教
の
宗

教
行
為
を
分
担
す
る
も
の
に
、
司
祭
・
副
助
祭
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
寺
院
の
宗
教
行
為
は
、
本
山
・
末
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
本
山
は
「
一
宗
弘
教
ノ
本
刹
」
で
あ
り
、
そ
の
住
職
た
る
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

主
は
「
宗
意
安
心
ノ
正
不
」
を
才
決
す
る
。
法
主
の
行
う
本
山
式
典
は
、
年
忌
法
要
・
葬
儀
・
法
統
継
承
式
で
あ
る
（
本
・
本
山
典

例
一
）
。
「
末
寺
ハ
…
…
教
導
二
拮
据
シ
以
テ
宗
門
ヲ
護
持
ス
」
べ
き
も
の
と
さ
れ
（
本
・
寺
二
九
）
、
宗
門
の
前
線
に
立
っ
て
宗
教

活
動
を
す
る
。
住
職
は
、
寺
院
所
属
の
宗
派
の
長
が
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
任
じ
た
僧
侶
で
、
世
襲
の
場
合
の
外
は
教
師
又
は
準
教

師
を
以
て
あ
て
る
。
教
師
た
る
に
は
、
所
属
宗
派
の
定
め
る
資
格
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
教
師
ハ
一
般
説
教
ヲ
許
」
さ
れ
、

　
「
準
教
師
ハ
自
坊
説
教
ノ
ミ
許
」
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
末
徒
ニ
シ
テ
毫
モ
師
教
ニ
違
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ず
（
本
・
寺
細
一
六
、

宗
制
一
一
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
門
の
統
一
が
保
た
れ
る
。
住
職
の
宗
教
行
為
の
主
な
も
の
は
、
教
祖
・
宗
祖
の
崇
拝
、
教
義
の
宣

布
、
葬
儀
執
行
で
あ
る
。

　
神
社
の
宗
教
行
為
は
、
神
社
庁
・
神
宮
・
神
社
の
神
職
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
神
社
は
、
例
え
ば
教
祖
に
つ
い
て
み
て
も
、
或
は

過
去
に
存
在
し
た
も
の
、
或
は
真
柱
的
存
在
を
た
て
る
も
の
、
又
或
は
教
祖
を
た
て
な
い
も
の
な
ど
あ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
殆
ん
ど
の
神
社
が
、
惟
神
の
道
を
教
義
と
し
、
伊
勢
の
神
宮
を
本
宗
と
す
る
と
こ
ろ
は
共
通
す
か
。
神
社
庁
に
も
、
礼
拝
の

施
設
を
備
え
た
財
団
的
宗
教
結
合
体
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
神
社
神
道
を
宣
布
し
、
祭
祀
を
執
行
し
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
（
庁
規

六
一
の
二
）
。
宗
教
行
為
の
行
わ
れ
る
第
一
の
場
は
神
宮
及
び
神
社
で
あ
る
。
神
宮
は
大
宮
司
以
下
、
神
社
は
宮
司
以
下
の
神
職
が

こ
れ
に
あ
た
る
。

　
Ｃ
　
統
治
行
為
。
教
会
・
寺
院
・
神
社
は
、
所
属
宗
派
の
規
則
と
自
己
の
規
則
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
。
そ
の
統
治
組
織
は
、
夫
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夫
強
弱
の
差
は
あ
る
が
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
な
し
て
い
る
。

　
全
世
界
に
多
く
の
信
者
を
も
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
統
治
は
、
強
力
な
組
織
と
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
地
域
を
、
ロ
ー
マ
教

会
が
法
的
に
・
確
実
に
直
接
統
治
す
る
教
皇
座
区
域
と
、
そ
の
他
の
、
一
般
教
会
法
の
施
行
が
で
き
な
い
で
、
布
教
聖
省
に
所
属
す

る
布
教
地
と
に
分
け
る
。
教
皇
座
区
域
は
更
に
、
大
教
区
・
司
教
区
・
小
教
区
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
、
教
皇
座
区
域
の
統
治

機
構
を
み
よ
う
。

　
教
皇
は
、
最
高
の
司
教
と
し
て
全
教
会
の
頂
点
に
在
っ
て
、
全
司
教
を
監
督
し
、
教
会
の
全
権
能
を
把
握
す
る
。
彼
の
地
位
は
、

枢
機
郷
の
互
選
に
よ
る
指
名
と
そ
の
承
諾
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
終
身
職
で
あ
り
、
同
時
に
又
、
ロ
ー
マ
教
会
の
司
教
・
ロ
ー
マ
大
教

区
の
都
司
教
・
イ
タ
リ
ヤ
の
首
座
司
教
・
西
欧
の
総
司
教
・
ヴ
ァ
チ
カ
ン
市
国
の
首
長
等
、
で
あ
る
。

　
教
会
の
統
治
を
輔
佐
す
る
も
の
に
枢
機
喞
と
教
皇
庁
が
あ
る
。
枢
機
聯
は
教
皇
の
み
が
任
命
で
き
、
彼
ら
は
教
皇
に
次
ぐ
教
会
最

高
の
教
職
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
ロ
ー
マ
に
在
留
す
る
も
の
は
枢
機
鴻
。
会
議
を
組
織
し
て
、
恰
も
教
皇
の
内
閣
の
よ
う
に
、
新
教
皇
の

選
挙
、
新
枢
機
卿
・
大
司
教
・
司
教
の
選
任
、
司
教
区
の
設
立
・
合
併
・
分
割
等
を
議
す
る
。
彼
ら
は
又
各
教
区
の
行
政
を
分
担
し
、

各
種
の
修
道
会
を
保
護
す
る
。
そ
の
他
の
枢
機
喞
は
、
…
世
界
の
各
大
教
区
に
在
任
す
る
。
こ
の
よ
う
に
枢
機
卿
の
高
い
権
限
も
、
ピ

ウ
ス
ー
○
世
（
一
九
〇
三
ー
一
九
一
四
）
、
現
行
教
会
法
の
制
定
（
一
九
一
七
）
以
来
、
教
会
統
治
の
中
枢
は
、
立
法
・
行
政
は

聖
省
に
、
司
法
は
裁
判
所
に
固
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ｆ
。

　
教
皇
庁
は
教
皇
の
政
府
に
あ
た
り
、
聖
省
・
裁
判
所
・
教
皇
局
に
分
れ
、
又
各
種
の
委
員
会
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
長
は
殆
ん

ど
枢
機
卿
で
あ
る
。
聖
省
は
、
近
代
国
家
の
各
省
に
あ
た
り
、
現
在
一
一
省
が
お
か
れ
、
教
皇
の
名
に
於
て
、
教
皇
か
ら
委
託
さ
れ

た
権
限
に
基
い
て
活
動
す
る
。
そ
の
決
定
に
は
教
皇
の
裁
可
が
必
要
で
あ
る
が
、
各
分
野
に
つ
き
、
全
教
会
に
対
し
裁
治
権
を
有
す
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佃

る
。
固
有
の
意
味
で
の
聖
省
は
、
行
政
と
そ
れ
に
附
随
す
る
立
法
的
・
教
義
的
領
域
の
活
動
を
行
う
。
教
会
は
又
、
教
公
法
を
犯
し

た
者
を
懲
罰
し
た
り
、
教
会
内
の
争
を
審
判
す
る
た
め
に
裁
判
所
を
設
け
る
。
教
皇
庁
の
裁
判
所
に
は
赦
免
・
免
除
・
賠
償
等
を
与

え
、
良
心
問
題
を
審
査
す
る
た
め
の
内
赦
院
、
各
司
教
区
裁
判
の
第
二
審
た
る
控
訴
院
（
ロ
ー
マ
聖
回
転
法
院
）
及
び
控
訴
院
の
判

決
に
対
す
る
上
告
等
に
つ
い
て
審
査
す
る
最
高
裁
判
所
（
使
徒
座
署
名
院
）
が
あ
る
。

　
普
遍
的
教
会
を
支
配
す
る
教
皇
の
権
阻
か
ら
発
し
て
、
彼
に
一
致
し
、
普
遍
的
裁
治
権
を
も
っ
も
の
と
し
て
司
教
団
が
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

る
。
司
教
団
が
教
祖
か
ら
受
け
た
使
命
に
従
っ
て
命
令
す
る
と
き
、
そ
れ
は
教
祖
の
意
思
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
教
皇
も
品
級

権
の
行
使
に
つ
い
て
は
司
教
と
し
て
で
あ
り
、
教
皇
の
権
威
は
司
教
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
教
皇
は
、
司
教
の
、
教
師
と
し
て
の
、

頭
と
し
て
の
、
司
牧
者
と
し
て
の
責
任
を
尊
重
し
、
護
持
し
、
同
様
に
司
教
制
を
神
の
制
度
と
し
て
護
持
す
る
。
司
教
も
亦
、
教
皇
と

完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が
力
で
あ
り
、
安
全
で
あ
り
、
そ
の
本
質
的
任
務
で
あ
る
。
教
皇
は
司
教
を
任
じ
、
権
限
を
与
え
、
停
職
で

き
る
が
、
司
教
職
を
廃
止
し
た
り
、
司
教
な
し
に
統
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
又
、
教
皇
は
全
教
会
の
領
域
を
司
教
区
に
区
分

し
、
そ
の
変
更
・
分
割
・
統
合
・
廃
止
が
で
き
る
。
司
教
区
は
教
会
の
真
の
行
政
単
位
で
あ
り
、
個
々
の
教
会
の
骨
格
を
な
す
。
そ

し
て
、
教
会
の
司
牧
的
責
任
は
司
教
団
が
、
一
司
教
区
の
そ
れ
は
司
教
が
も
つ
。
司
教
は
何
よ
り
も
ま
づ
教
え
る
使
命
、
司
牧
的
・

使
徒
的
任
務
を
も
つ
。
司
教
の
み
が
正
統
の
信
仰
の
教
師
で
あ
り
、
宣
教
師
で
あ
り
、
司
教
区
の
頭
、
地
方
的
教
会
の
中
心
、
一
致

の
原
理
、
可
見
的
教
階
的
原
理
と
し
て
存
在
す
ろ
ｑ
ｏ

　
司
教
区
に
於
け
る
司
教
の
主
な
権
限
と
義
務
を
み
よ
う
。
適
性
に
聖
別
さ
れ
た
司
教
は
、
法
規
に
従
い
、
叙
品
を
行
い
、
信
者
の

堅
信
礼
を
行
い
得
る
。
司
教
の
裁
治
権
と
し
て
は
、
教
義
を
教
え
、
主
任
司
祭
の
説
教
や
教
諭
を
視
察
し
た
り
、
又
、
会
議
を
招
集

す
る
こ
と
な
く
、
仮
に
招
集
し
て
も
会
議
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
立
法
し
た
り
、
教
会
裁
判
に
関
す
る
一
切
の
民
刑
事
々
件
の
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唯
一
第
一
の
裁
判
官
で
あ
り
、
又
破
門
、
聖
職
停
止
等
の
懲
戒
権
を
も
つ
。
更
に
司
教
は
、
司
祭
を
、
小
教
区
主
任
司
祭
、
教
会
又

は
教
会
機
関
に
任
命
し
た
り
、
教
会
財
産
の
管
理
、
礼
拝
・
秘
跡
に
関
す
る
一
切
の
事
項
に
干
与
す
る
権
限
が
あ
る
。
司
教
は
司
教

区
の
信
仰
の
維
持
と
道
徳
を
高
め
る
義
務
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
ミ
サ
を
捧
げ
、
教
職
を
指
導
し
、
教
区
の
視
察
、
司
教
区
会
議

の
招
集
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
司
教
の
諮
問
機
関
に
参
事
会
が
あ
る
。
そ
の
構
成
員
は
、
教
区
内
の
主
任
司
祭
、
そ
の
他
の
聖
職
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
主
な
職
務
は
教
区
の
指
導
で
あ
る
。
又
、
司
教
区
の
事
務
を
協
議
す
る
た
め
に
、
司
教
区
会
議
が
あ
る
。
そ
の
構
成
員
は

副
司
教
・
参
事
会
員
・
修
道
院
長
・
司
祭
長
・
小
教
区
主
任
司
祭
等
で
、
こ
の
会
議
は
協
議
権
は
あ
る
が
、
決
定
権
は
司
教
に
あ
る
。

　
小
教
区
統
治
の
責
任
は
主
任
司
祭
に
あ
る
。
小
教
区
は
平
信
者
に
と
っ
て
最
高
の
剔
的
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
聖
職
者
が
常
住
・

直
接
に
平
信
者
と
交
わ
り
、
真
の
司
牧
活
動
の
行
わ
れ
る
の
も
、
又
彼
ら
が
宗
教
上
の
義
務
を
履
行
す
る
の
も
原
則
と
し
て
小
教
区

内
で
あ
る
。
然
し
、
教
会
組
織
に
於
け
る
主
任
司
祭
は
、
司
教
の
協
力
者
と
し
て
司
教
に
従
属
し
、
司
教
を
代
理
し
て
司
祭
職
に
参

与
す
る
。
彼
は
司
教
に
よ
っ
て
教
会
祿
に
永
久
的
に
任
命
さ
れ
、
法
の
規
定
に
よ
る
外
、
彼
の
意
思
に
反
し
て
罷
免
も
転
任
も
さ
れ

な
い
。
主
任
司
祭
は
、
ミ
サ
聖
祭
執
行
・
説
教
・
礼
拝
監
督
そ
の
他
の
宗
教
行
為
の
外
、
教
会
台
帳
・
教
会
財
産
の
管
理
、
任
地
定

住
等
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。
主
任
司
祭
の
補
助
者
と
し
て
、
助
祭
・
主
任
司
祭
代
理
等
を
置
く
こ
と
が
あ
り
、
彼
ら
は
委
任
さ
れ

た
裁
治
権
の
み
を
有
す
る
。

　
教
会
の
立
法
府
に
相
当
す
る
も
の
に
公
会
議
が
あ
る
。
公
会
議
は
、
教
皇
、
司
教
区
に
於
け
る
司
教
、
司
教
で
な
い
枢
機
卿
・
補

佐
司
教
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
前
二
者
の
み
投
票
権
が
あ
る
。
公
会
議
は
教
会
の
一
般
的
利
害
に
関
す
る
事
項
を
立
法
す
る
。
そ

の
信
仰
・
道
徳
に
関
す
る
決
定
は
不
可
謬
と
さ
れ
、
こ
の
決
定
が
教
皇
に
認
可
さ
れ
る
と
、
教
皇
の
立
法
と
同
じ
価
値
で
全
教
会
を
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拘
束
す
る
。
な
お
、
特
別
法
令
だ
け
に
限
ら
れ
た
立
法
権
を
有
す
る
も
の
に
、
管
区
連
合
会
議
・
管
区
会
議
等
か
お
る
。
以
上
の
立

法
諸
会
議
の
存
在
に
拘
ら
ず
、
教
皇
の
立
法
権
は
そ
れ
ら
に
勝
り
、
特
に
今
世
紀
の
初
頭
以
来
、
中
央
権
力
の
増
大
に
よ
り
、
め
ざ

ま
し
く
な
り
、
従
属
的
権
威
の
立
法
活
動
は
控
目
に
な
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。

　
寺
院
の
統
治
活
動
も
Ｑ
、
宗
教
行
為
を
前
提
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
、
そ
の
統
治
は
所
属
宗
派
（
宗
派
に
属
し
な
い
単
立
寺
院
は
勿

論
こ
の
阻
り
で
な
い
が
）
と
そ
の
寺
院
の
住
職
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
宗
派
は
所
属
の
寺
院
そ
の
他
の
宗
教
結
合
体
及
び
僧
侶
を
包

括
し
、
そ
の
根
本
規
則
（
宗
制
・
寺
法
等
）
に
よ
っ
て
統
治
す
る
宗
教
結
合
体
を
い
う
。
宗
派
は
常
に
教
義
上
の
子
弟
組
織
と
統
治

組
織
の
二
重
構
造
を
も
つ
。
以
下
、
寺
院
の
統
治
を
本
末
関
係
に
於
て
考
察
し
よ
う
。
一
派
の
寺
院
に
通
例
、
本
山
（
又
は
本
寺
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
脇
　
　
　
　
韓

末
寺
と
が
存
在
す
る
。
本
山
は
、
一
派
の
寺
院
中
最
高
位
の
寺
院
の
冠
称
で
、
根
本
道
場
で
あ
る
。
寺
院
の
統
治
権
の
沿
革
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

と
、
徳
川
時
代
に
本
末
制
度
が
確
立
し
、
本
山
の
権
能
を
法
規
　
で
規
定
し
た
が
、
明
治
四
年
に
地
方
長
官
が
住
職
を
任
免
で
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｕ

同
一
二
年
内
務
省
達
乙
三
四
号
は
、
大
体
住
職
の
選
任
は
寺
院
の
慣
例
に
よ
ら
し
め
て
許
可
す
る
こ
と
と
し
、
同
一
七
年
太
政
官
布

達
一
九
号
（
二
ー
五
）
は
管
長
制
を
し
き
、
管
長
は
通
例
、
本
山
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
が
、
宗
門
の
最
高
の
統
轄
権
（
宗
制
・
寺
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

の
制
定
、
末
寺
の
佐
織
の
任
箆
、
寺
院
の
廃
止
・
財
産
の
保
存
等
）
と
対
外
的
代
表
権
を
有
し
た
。
其
の
後
今
次
の
敗
戦
に
よ
っ
て

管
長
制
が
廃
止
さ
れ
、
寺
院
の
統
治
は
、
宗
門
、
寺
院
の
自
治
に
任
せ
ら
れ
た
。

　
本
山
は
「
派
内
ノ
末
徒
ヲ
統
轄
ス
ル
所
」
で
、
本
山
の
最
高
統
治
権
は
法
ご
に
あ
る
。
そ
の
地
位
は
、
派
の
「
宗
祖
以
来
ノ
系
統

ヲ
以
テ
伝
統
相
承
シ
」
、
一
派
を
管
領
（
真
宗
大
谷
派
で
は
「
専
領
」
と
い
う
）
す
る
（
本
・
寺
三
）
、
謂
わ
ば
君
主
的
存
在
で
あ
る
。

　
「
法
主
ハ
派
内
ノ
法
度
ヲ
允
許
シ
執
行
ヲ
シ
テ
之
ヲ
施
行
セ
シ
ム
」
（
本
・
寺
九
）
。
法
主
が
法
度
を
制
定
・
変
更
す
る
と
き
は
、

　
　
　
　
Ｕ

必
ず
集
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
集
会
が
議
決
し
て
も
、
法
主
の
允
可
、
執
行
の
ズ
‥
名
、
公
示
が
な
け
れ
ば
法
度
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と
さ
れ
な
い
（
本
・
寺
二
一
ｊ
）
。
本
山
の
集
会
は
、
法
主
の
選
任
し
た
議
員
と
末
寺
の
公
選
し
た
議
員
と
で
構
成
さ
れ
、
派
の

盛
衰
利
害
に
つ
い
て
議
し
、
執
行
の
行
為
を
監
督
し
、
法
度
案
・
予
算
案
を
議
決
し
た
り
す
る
。
法
主
は
又
、
法
度
を
施
行
し
、
教

学
を
拡
張
し
、
派
内
の
和
合
の
た
め
教
示
を
発
し
得
る
。

　
法
主
を
匡
輔
し
、
布
教
・
派
内
の
統
理
等
百
般
の
事
務
を
施
行
す
る
責
任
者
と
し
て
、
派
に
執
行
を
置
き
、
法
主
が
任
免
す
る
。

執
行
中
一
人
を
執
行
長
な
と
し
、
各
執
行
の
首
班
と
し
て
各
部
局
を
統
理
す
る
。
執
行
は
、
法
度
・
教
示
を
施
行
す
る
た
め
、
達
示
を

発
し
、
又
門
末
を
指
揮
す
る
（
本
・
九
、
一
一
、

一
二
）
。
執
行
は
又
、
「
派
内
僧
侶
及
ビ
教
士
ニ
シ
テ
宗
制
寺
法
等
ヲ
守
ラ
サ
ル
者

品
行
不
正
ノ
者
等
渾
テ
宗
門
二
坊
ケ
ア
ル
者
ハ
言
戎
処
分
ニ
附
」
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
度
牒
を
剥
奪
す
る
に
は
集
会
の
議
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
・
寺
一
三
、
寺
細
三
三
）
。

　
派
は
全
国
を
数
教
区
を
分
け
、
各
教
区
に
管
事
を
置
い
て
教
区
に
法
度
・
教
示
な
ど
を
施
行
さ
せ
、
又
執
行
の
指
揮
を
承
け
て
組

長
を
統
率
し
、
所
轄
内
の
学
事
、
布
数
の
監
督
そ
の
他
全
般
の
事
務
を
管
理
し
又
、
命
令
を
発
す
る
。

　
一
派
中
、
本
山
以
外
の
寺
院
を
末
寺
と
い
う
。
末
寺
に
は
宗
派
に
よ
っ
て
種
々
の
区
別
か
お
る
が
、
例
え
ば
真
宗
本
願
寺
派
で

は
、
別
院
・
別
格
別
院
・
一
般
末
寺
・
末
寺
支
坊
の
四
が
あ
り
、
別
院
の
住
職
は
法
主
が
兼
ね
、
別
格
別
院
・
一
般
末
寺
に
は
住
職

を
置
く
が
、
末
寺
支
坊
に
は
本
坊
か
ら
の
留
守
居
（
僧
）
を
置
く
（
本
・
寺
細
一
ｌ
六
）
。
末
寺
の
管
理
は
、
住
職
が
「
一
派
ノ
法
度

ニ
服
従
」
し
つ
つ
本
・
寺
二
七
、
当
該
寺
院
規
則
に
よ
り
、
極
め
て
広
般
に
亘
っ
て
行
う
。

　
神
宮
・
神
社
の
包
括
宗
教
結
合
体
に
神
社
本
心
が
あ
る
。
神
社
本
庁
は
、
敗
戦
後
、
全
国
の
神
社
の
総
意
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た

も
の
で
、
財
団
的
宗
教
結
合
体
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
神
宮
・
神
社
に
対
し
て
統
治
権
が
及
ぶ
こ
と
は
疑
な
い
。

　
神
社
本
庁
は
「
神
社
の
興
隆
を
図
る
た
め
、
並
び
に
神
宮
及
び
神
社
を
包
括
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
一
（
庁
規
前
文
・
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三
）
。
神
社
本
庁
に
統
理
と
理
事
（
内
、
事
務
総
長
・
常
任
理
事
等
あ
り
）
を
置
く
。
統
理
は
本
庁
を
統
括
し
、
神
宮
並
び
に
本
庁
・

神
社
庁
及
び
神
社
の
職
員
を
統
括
し
、
又
規
程
を
布
達
し
懲
戒
を
行
う
。
事
務
総
長
は
統
理
の
命
を
承
け
て
常
務
を
総
括
し
又
統
理

を
代
理
す
る
。
常
任
理
事
は
統
理
及
び
事
務
総
長
を
補
佐
す
る
。
こ
れ
ら
役
員
は
役
員
会
を
組
織
し
、
共
同
責
任
を
負
い
、
本
庁
の

事
務
を
決
定
す
る
（
庁
規
六
―
一
〇
）
。

　
全
国
各
都
道
府
県
に
神
社
庁
を
置
き
、
神
社
庁
に
庁
長
・
理
事
等
の
役
員
を
置
く
。
庁
長
は
神
社
庁
を
統
轄
し
、
代
表
す
る
。
理

事
は
庁
長
と
共
に
神
社
庁
の
事
務
を
決
定
し
、
共
同
責
任
を
負
う
。
神
社
庁
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
議
決
す
る
た
め
に
、
神

職
及
び
神
職
以
外
の
神
社
の
役
員
そ
の
他
の
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
協
議
員
会
を
設
け
る
（
庁
規
五
大
－
）
。

　
神
宮
は
神
社
本
庁
の
本
宗
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
統
治
組
織
は
殆
ん
ど
神
社
と
同
じ
で
あ
る
。
神
宮
は
大
宮
司
が
事
務
を
統
理
し
、

職
員
を
統
督
し
、
神
宮
を
代
表
す
る
。
大
宮
司
の
補
佐
に
少
宮
司
以
下
の
職
員
が
あ
る
。
神
宮
の
重
要
事
案
に
関
し
、
大
宮
司
の
諮

問
機
関
と
し
て
顧
問
、
神
社
の
参
与
機
関
と
し
て
参
与
、
神
宮
の
運
営
を
扶
け
る
協
議
機
関
と
し
て
評
議
員
が
お
か
れ
る
。
又
、
神

宮
の
財
産
・
役
員
の
業
務
執
行
の
状
況
を
監
査
す
る
た
め
に
、
崇
教
者
総
代
中
か
ら
監
査
を
選
出
す
る
。
更
に
、
崇
教
者
総
代
会
を

組
織
し
、
神
宮
の
運
営
に
つ
き
、
役
員
の
諮
問
に
応
ず
る
。
神
社
は
宮
司
が
社
務
を
司
り
、
権
宮
司
以
下
の
職
員
が
補
佐
す
る
。
神

社
は
そ
の
運
営
に
関
し
、
宮
司
を
扶
け
、
役
員
に
協
力
さ
せ
る
た
め
、
氏
子
総
代
・
崇
教
者
総
代
を
置
く
。

　
神
社
本
庁
・
神
社
庁
・
神
宮
・
神
社
の
役
職
員
が
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
信
用
を
失
う
等
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
懲
戒
委

員
会
の
審
査
を
経
て
、
戒
告
・
免
職
及
び
敬
称
・
位
階
の
剥
奪
等
の
処
分
を
行
う
。
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糾
　
受
益
者
（
平
信
者
）

　
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
受
益
者
は
平
信
者
で
あ
る
。
信
者
に
聖
職
者
と
平
信
者
と
が
あ
る
。
聖
職
者
も
平
信
者
と
同
様
に
宗
教
結

合
体
か
ら
恵
を
う
け
る
が
、
両
者
の
宗
教
上
の
地
位
・
職
能
は
異
な
り
、
平
信
者
は
本
来
、
受
動
的
な
、
謂
わ
ば
自
益
権
者
的
立
場
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に
在
り
、
仮
に
平
信
者
が
使
徒
職
的
又
は
管
理
職
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
宗
教
組
合
体
に
よ
っ
て
特
に
与
え
ら
れ
た
も

の
で
、
平
信
者
が
当
然
に
も
つ
地
位
で
は
な
い
。
人
が
一
派
の
平
信
者
と
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
宗
派
の
定
め
る
方
式
に
従
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
入
信
に
よ
っ
て
信
者
共
同
体
に
参
加
し
、
宗
教
結
合
体
に
対
し
て
一
定
の
地
位
を
取
得
す
る
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
於
て
は
、
洗
礼
に
よ
っ
て
教
会
に
入
り
、
一
度
入
れ
ば
永
久
に
信
者
と
し
て
教
会
に
留
る
も
の
と
さ
れ
る
。

勿
論
こ
れ
は
可
見
的
教
会
に
入
り
、
単
に
教
会
の
肢
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
頭
と
な
る
の
で
は
な
い
。
平
信
者
は
聖
職
と
異
な
っ
た

身
分
を
も
ち
、
世
俗
的
な
低
い
階
層
を
な
し
、
教
会
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
「
恩
恵
の
手
段
」
を
媒
介
と
し
て
の
み
救
わ
れ
る
、
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
信
者
の
教
会
に
対
す
る
権
利
義
務
で
、
教
会
が
平
信
者
に
最
も
期
待
し
て
い
る
の
は
服
従
で
あ
る
。
平
信
者

は
聖
職
者
か
ら
精
神
的
財
即
ち
、
教
え
の
秘
跡
、
特
に
救
い
に
必
要
な
助
け
を
受
け
る
権
利
、
教
会
の
祈
り
や
贈
宥
に
あ
づ
か
り
、

祝
福
・
特
免
・
典
礼
的
集
会
え
の
参
加
・
教
会
の
埋
葬
を
受
け
る
な
ど
の
権
利
か
あ
る
（
。
平
信
者
は
又
教
会
の
目
的
自
体
の
た
め
に

必
要
な
物
的
財
を
提
供
し
た
り
、
宗
教
上
の
助
力
者
と
し
て
司
祭
職
に
参
与
し
た
り
、
そ
の
他
教
会
法
上
の
義
務
を
有
す
る
。

　
平
信
者
は
、
信
仰
生
活
を
よ
り
よ
く
充
実
し
、
教
会
か
ら
多
く
の
恵
を
得
る
た
め
に
、
又
、
教
会
は
そ
の
布
教
活
動
を
拡
め
る
た

め
に
、
平
信
者
団
体
を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
教
会
に
附
従
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
平
信
者
が
自
ら
設
け
る
も
の
と
、
教

会
が
設
け
る
も
の
と
あ
る
。
例
え
ば
、
兄
弟
会
・
在
俗
第
三
会
・
敬
神
団
そ
の
他
信
仰
団
体
の
如
き
で
あ
る
。

　
寺
院
の
平
信
者
に
檀
徒
疋
（
檀
家
、
門
徒
）
と
信
徒
と
の
別
が
あ
る
・
檀
徒
は
一
定
の
寺
院
に
定
属
し
、
そ
の
寺
院
の
教
義
を
信

仰
し
、
自
己
の
主
宰
す
る
葬
祭
を
一
時
的
で
な
く
委
托
し
且
つ
寺
院
の
経
費
を
負
担
し
、
檀
徒
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
を
云
う
。
信

徒
は
、
所
属
寺
院
の
教
義
を
信
仰
し
、
寺
院
の
経
費
を
負
担
し
、
葬
祭
を
一
時
的
に
委
托
し
、
信
徒
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
を
い
う
。

檀
徒
は
特
定
寺
院
に
所
属
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
本
山
の
信
徒
た
る
地
位
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寺
院
に
檀
徒
が
な
い
と
き
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は
、
信
徒
に
、
檀
徒
に
代
る
べ
き
地
位
を
与
え
ら
れ
る
。
信
徒
は
寺
院
に
常
存
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
檀
信
徒
の
併
存
は
妨
げ
な

い
。

　
檀
信
徒
が
寺
院
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
。
但
し
、
檀
信
徒
が
、
寺
院
と
い
う
社
団
の
社
員
で
あ
び
と
い
う
意
味

で
は
な
い
・
檀
信
徒
の
地
位
の
取
得
は
、
慣
習
上
、
世
襲
の
場
合
が
多
い
が
、
寺
院
と
檀
信
徒
と
の
合
意
に
よ
る
場
合
も
あ
び
。
地

位
の
喪
失
は
、
離
檀
・
除
外
・
死
亡
な
ど
に
よ
る
。
檀
信
徒
は
寺
院
に
対
し
て
、
宗
制
寺
法
又
は
寺
院
規
則
等
、
又
は
慣
習
に
よ
り

認
め
ら
れ
権
利
、
例
え
ば
、
葬
祭
・
法
要
を
委
托
す
る
権
利
、
檀
信
徒
総
代
選
出
権
、
総
代
を
通
じ
て
の
寺
院
の
管
理
・
寺
院
財
産

監
督
権
、
住
職
選
定
干
与
権
並
に
寺
院
経
費
負
担
義
務
な
ど
を
も
つ
。

　
な
お
、
信
者
の
団
体
と
し
て
講
な
ど
が
あ
る
。

　
神
社
（
神
宮
も
含
め
て
）
の
平
信
者
に
氏
子
と
崇
敬
者
と
が
あ
る
。
氏
子
は
慣
習
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
区
域
内
に
住
み
、
神
社
の

教
義
を
信
仰
し
、
奉
賽
の
誠
意
な
ど
そ
の
神
社
の
護
持
に
任
ず
る
者
を
云
い
、
崇
敬
者
は
氏
子
に
準
ず
る
者
で
、
神
社
の
氏
子
区
域

外
に
住
み
、
当
該
神
社
を
継
続
的
に
崇
敬
し
、
そ
の
維
持
経
営
に
つ
い
て
財
的
負
担
を
す
る
も
の
を
云
う
。
氏
子
は
原
則
と
し
て
一

神
社
に
定
属
す
る
が
、
崇
敬
者
は
数
神
社
に
つ
い
て
も
存
し
得
る
。
氏
子
・
崇
敬
者
は
一
神
社
に
併
存
し
得
る
が
、
そ
の
一
方
の
み

の
場
合
も
あ
る
。
氏
子
・
崇
敬
者
の
神
社
に
対
す
る
地
他
は
、
庁
規
・
神
宮
及
び
神
社
規
則
及
び
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
定
ま
る
が
、

例
え
ば
、
氏
子
総
代
・
崇
敬
者
総
代
選
挙
権
、
被
選
挙
権
、
神
宮
及
び
神
社
の
維
持
経
営
費
負
担
義
務
な
ど
を
有
す
る
。

　
平
信
者
の
使
徒
職
に
つ
い
て
。
平
信
者
は
、
自
ら
の
信
仰
生
活
の
充
実
の
た
め
、
又
、
宗
教
結
合
体
は
そ
の
経
営
・
布
教
活
動
の

た
め
、
平
信
者
の
世
俗
的
・
物
的
生
活
の
知
恵
や
経
験
を
利
用
し
て
、
そ
の
使
徒
的
協
力
を
求
め
る
。
一
、
二
の
例
を
み
よ
う
。

　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
、
聖
職
者
の
活
動
の
み
に
依
存
す
る
教
会
の
あ
り
方
に
反
省
し
て
、
教
会
の
指
導
と
委
任
と
に
よ
っ
て
、
聖
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職
者
の
使
徒
職
を
平
信
者
の
自
覚
的
・
積
極
的
活
動
と
協
力
と
に
よ
っ
て
、
教
会
の
活
動
を
形
成
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
、
と
考

え
る
4
、
教
皇
ピ
ウ
ス
一
一
世
（
一
九
二
二
ｌ
一
九
三
九
）
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ソ
」
を
宣
言
し
、
平
信
者
が
使
徒
職
に
参

加
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
り
、
ピ
ウ
ス
ー
ニ
世
（
一
九
三
九
ｌ
一
九
五
八
）
が
、
平
信
者
は
単
に
教
会
に
属
し
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
は
教
会
で
あ
る
と
云
っ
た
と
か
又
、
将
来
お
そ
ら
く
平
信
者
に
教
会
の
裁
治
権
に
参
加
さ
せ
る
日
が
来
る
か
も

知
れ
な
い
、
と
考
え
る
の
は
こ
れ
を
示
す
。
か
く
て
、
今
世
紀
の
司
祭
の
第
一
の
関
心
は
、
信
者
の
使
徒
的
意
識
を
呼
び
さ
ま
す
こ

と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
教
皇
が
広
大
な
分
野
の
夫
々
の
領
域
の
各
部
分
を
司
教
に
分
つ
よ
う
に
、
平
信
者
に
も
使
徒
職
の
仕

事
を
分
ち
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
平
信
者
に
、
そ
の
神
の
召
命
の
光
栄
と
要

求
を
、
又
そ
の
永
遠
の
運
命
を
想
い
起
さ
せ
、
即
ち
彼
を
使
徒
的
活
動
に
目
ざ
め
さ
せ
、
布
教
的
・
使
徒
的
活
動
と
い
う
教
会
の
本

質
的
な
活
動
に
共
同
さ
せ
、
こ
の
使
徒
的
活
動
を
組
織
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。

　
近
来
、
寺
院
も
（
例
え
ば
、
真
宗
大
谷
派
の
「
同
朋
会
」
運
動
、
真
宗
本
願
寺
派
の
「
門
信
徒
会
」
運
動
の
如
き
）
平
信
者
の
布

教
活
動
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
今
、
本
願
寺
派
の
資
作
に
よ
っ
て
そ
の
云
う
と
こ
ろ
の
一
端
を
う
か
が
う
。

　
思
う
に
、
僧
侶
の
活
動
は
寺
院
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
本
分
は
自
信
教
人
信
に
あ
る
。
嘗
て
同
派
宗
祖
の
布
教
時
代
、
当

時
の
門
徒
集
団
は
、
各
人
が
強
い
伝
道
意
欲
を
も
っ
て
伝
道
者
と
し
て
働
く
伝
道
集
団
で
あ
っ
た
、
と
云
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
教
団

が
固
ま
っ
て
く
る
と
、
僧
侶
は
説
き
手
と
な
り
門
徒
は
聞
き
手
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
又
、
宗
祖
に
は
教
団
形
成
の
意
図
が
な
か
っ

た
し
、
教
団
は
必
要
悪
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
信
仰
は
云
う
ま
で
も
な
く
個
々
人
の
問
題
で
あ
る
が
、
然
し
、
信
徒

が
互
に
手
を
取
り
合
っ
て
同
行
す
る
と
い
う
つ
な
が
り
は
、
念
仏
を
更
に
深
め
る
道
で
あ
る
。
信
仰
は
自
己
自
ら
が
強
め
る
の
で
あ

っ
て
、
自
ら
の
宗
教
活
動
が
ま
た
そ
の
ま
ま
信
教
強
化
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
僧
職
は
、
信
徒
又
は
布
教
の
世
話
役
と
考
え
ら
れ
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財
団
・
組
合
及
び
社
団
の
結
合
構
造
（
五
）

る
。
元
来
、
教
団
は
如
来
の
教
法
が
社
会
に
届
け
ら
れ
る
伝
道
組
織
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
門
信
徒
会
は
、
寺
院
の
護
持
会
の
機
能

か
ら
脱
皮
し
て
、
寺
院
が
本
来
の
教
化
機
能
を
果
す
た
め
の
末
端
組
織
と
し
て
の
役
割
を
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
布
教
の
第

一
は
、
教
法
と
縁
と
を
結
ば
せ
る
住
職
の
活
動
で
あ
る
が
、
第
二
は
信
徒
相
互
の
布
教
、
即
ち
門
徒
が
門
徒
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

る
。
教
団
を
構
成
し
て
い
る
全
て
の
人
が
、
僧
俗
を
問
わ
ず
、
布
教
単
位
に
な
る
こ
と
が
教
団
の
あ
る
べ
き
本
来
の
姿
で
あ
り
、
教

団
の
布
教
態
勢
の
確
立
で
あ
る
。
伝
道
教
団
が
、
伝
道
者
教
団
に
陥
っ
て
、
法
義
を
私
有
化
し
た
こ
と
、
布
教
組
織
で
あ
る
べ
き
筈

の
門
信
徒
組
織
が
護
持
組
織
に
堕
し
た
こ
と
、
布
教
方
法
の
画
一
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
反
省
し
て
、
門
信
徒
の
布
教
活
動
を
組

織
化
し
て
一
層
推
進
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
平
信
者
の
管
理
職
に
つ
い
て
。
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
統
治
は
聖
職
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
恰
も
、
平
信
徒
の
使
徒
職
へ
の

協
力
の
よ
う
に
、
管
理
職
、
特
に
結
合
体
の
経
済
的
面
え
の
参
加
が
行
わ
れ
る
。
一
、
二
の
例
を
み
よ
う
。

　
寺
院
は
檀
信
徒
の
中
か
ら
、
夫
々
の
総
代
を
選
出
し
て
、
合
議
制
の
、
住
職
の
補
助
機
関
・
監
査
機
関
と
す
る
。
こ
れ
は
住
職
の

権
限
が
総
括
的
で
あ
る
た
め
、
寺
院
の
経
営
に
つ
い
て
住
職
を
扶
け
、
寺
院
の
財
産
を
監
督
し
、
債
務
負
担
行
為
、
財
産
処
分
な
ど

に
つ
い
て
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
神
社
に
も
、
氏
子
・
崇
敬
者
を
夫
々
代
表
す
る
と
さ
れ
る
合
議
制
の
機
関
と
し
て
氏
子
総
代
・
崇
敬
者
総
代
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の

選
出
方
法
な
ど
寺
院
の
場
合
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
氏
子
総
代
の
職
務
は
、
社
掌
の
定
員
を
議
し
た
り
、
神
社
の
願
届
に
連
署
し

た
り
し
て
、
神
職
の
社
務
、
神
社
の
経
営
を
補
助
す
る
に
在
る
。
崇
教
者
総
代
の
そ
れ
は
氏
子
総
代
に
準
ず
る
。
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㈲
　
　
　
　
物

　
財
団
的
宗
教
結
合
体
に
於
て
、
物
又
は
財
産
（
以
下
物
と
謂
う
）
は
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
物
を
欠
〈
と
き
は
、
財
団
的

宗
教
結
合
体
は
、
成
立
も
存
続
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
謂
う
物
は
、
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
、
意
思
以
外
の
実
在
を
指
す
。
物
を
財
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団
的
宗
教
結
合
体
と
の
関
連
に
於
て
み
る
と
き
、
そ
れ
は
二
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
は
、
物
を
謂
わ
ば
動
的
に
、

即
ち
宗
教
結
合
体
の
目
的
た
る
事
業
活
動
に
役
立
つ
手
段
と
し
て
み
る
場
合
で
、
他
は
、
謂
わ
ば
静
的
に
、
宗
教
結
合
体
を
形
成
す

る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
た
場
合
で
あ
る
。
物
の
手
段
性
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
唯
こ
の
性
質
を
一
層
つ
き
つ

め
て
、
「
財
団
は
事
実
上
、
目
的
財
産
・
信
託
財
産
に
近
づ
く
。
即
ち
財
団
は
権
利
能
力
な
き
非
独
立
の
何
物
で
も
な
い
」
と
す
る

見
脈
は
一
面
的
な
も
の
と
し
て
本
稿
は
採
ら
な
い
。
物
が
財
団
的
結
合
体
の
成
立
又
は
存
続
に
不
可
欠
の
場
合
、
言
換
え
る
と
、
物
が

失
く
な
れ
ば
、
そ
の
結
合
体
も
、
ひ
い
て
は
結
合
体
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
設
立
者
の
意
思
も
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
（
例
、
美
術

品
に
於
け
る
素
材
の
な
く
な
っ
た
場
合
）
は
、
材
料
自
体
が
既
に
主
体
的
性
格
を
も
つ
と
云
い
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
学
者
或

は
、
財
団
組
織
の
最
重
要
部
分
は
、
目
的
の
た
め
の
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
財
団
の
本
質
が
汲
み
つ
く
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、

財
団
財
産
の
結
合
で
あ
る
と
炳
、
或
は
教
会
は
営
造
物
(
A
n
s
t
a
l
t
)
で
あ
る
と
加
、
或
は
財
団
全
体
が
p
i
a

c
a
u
s
a
｡p
i
a
ec
a
u
s
a
e
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
法
人
格
の
担
い
手
に
な
る
、
と
か
す
る
の
は
右
の
事
情
を
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
教
会
法
に
於
け
る
物
の
観
念
は
、
教
会
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
諸
手
段
で
、
内
的
物
・
有
体
物
・
結
合
物
を
指
す
（
教
会
七
二

六
ｌ
）
。
教
会
は
神
の
救
済
計
画
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
外
部
的
礼
拝
、
例
え
ば
教
会
の
外
部
の
展
開
の
場
と
し
て
の
建
物
・
集
会

の
場
所
（
を
、
又
、
聖
職
者
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
全
創
造
的
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
教
会
は
、
法
が
な
く
て
済
ま

す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
財
物
な
く
し
て
済
み
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
勿
論
、
教
会
は
企
業
な
ど
の
現
世
的
存
在
と
ち
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哨

物
を
そ
の
含
む
拘
的
事
実
の
故
に
の
み
取
扱
う
の
で
あ
る
。

　
寺
院
の
語
義
が
そ
の
起
源
に
於
て
、
既
に
堂
舎
の
存
在
を
前
提
と
し
た
と
云
わ
れ
る
が
、
か
か
る
考
え
方
は
国
家
法
（
明
一
一

､

内
務
省
達
乙
五
七
号
社
寺
取
扱
概
則
一
）
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
、
社
寺
の
創
建
は
、
永
続
財
産
の
目
途
且
其
地
所
・
建
物
の
体
（
本
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堂
・
庫
裡
等
）
を
具
う
る
も
の
に
限
り
允
許
す
る
と
し
た
り
、
判
例
（
例
、
明
三
四
、
一
〇
、
三
、
大
控
新
聞
六
〇
号
）
も
、
寺
院
に

は
寺
た
る
体
を
具
う
る
建
物
の
実
在
を
要
し
、
之
を
は
な
れ
て
無
形
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
法
理
上
認
め
ざ
る
と
こ
ろ
、
と
云
う

こ
の
た
め
、
寺
院
が
一
定
期
間
内
に
物
的
要
素
を
確
定
的
に
欠
く
と
き
は
、
廃
寺
の
原
因
と
な
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
も
、
信
仰
・

礼
拝
の
目
的
た
る
一
定
の
本
尊
の
外
、
殿
宇
そ
の
他
法
用
に
必
要
な
設
備
が
あ
れ
ば
足
り
る
（
。

　
神
社
を
発
生
的
に
み
る
と
、
自
然
の
森
林
・
樹
木
・
岩
石
等
の
自
然
物
（
神
籬
・
磐
境
）
に
神
仙
を
招
い
て
崇
拝
の
対
象
に
し
心
一

と
い
う
・
神
社
の
祭
神
は
通
常
、
乖
代
と
呼
ば
れ
る
神
聖
な
物
（
例
・
鏡
・
玉
）
で
表
現
さ
れ
る
ｏ
。
そ
の
祭
神
を
鎮
祭
す
る
設
備
と

し
て
神
殿
・
境
内
が
必
要
で
あ
る
。
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内
　
宗
教
法
人
法
の
み
た
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
構
造

　
宗
教
法
人
法
（
一
・
二
）
は
、
宗
教
法
人
を
、
宗
教
行
為
を
主
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
曰
礼
拝
の
施
設
を
有
す
る
神
社
・
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣

教
会
等
の
「
団
体
」
及
び
、
㈹
こ
れ
ら
「
団
体
」
を
「
包
括
」
す
る
教
派
・
宗
派
・
教
会
等
の
「
団
体
」
（
所
謂
宗
教
団
体
）
で
あ

っ
て
、
こ
の
「
宗
教
団
体
」
が
そ
の
財
産
を
所
有
し
た
り
、
維
持
運
用
し
た
り
、
又
、
そ
れ
ら
の
維
持
、
運
用
の
た
め
に
業
務
や
事

業
を
運
営
す
る
た
め
に
、
法
人
格
を
与
え
た
も
の
と
す
る
。
か
く
て
、
宗
教
法
人
の
実
体
に
は
、
財
団
的
の
「
団
体
」
と
社
団
的
の

団
体
と
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
は
前
者
を
実
体
と
す
る
も
の
を
財
団
的
宗
教
法
人
一
と
呼
ぶ
。
で
は
、
宗
教
法
人
法
が
財
団
的
宗
教
法
人

を
如
何
に
取
扱
っ
て
い
る
か
。

　
財
団
的
宗
教
法
人
の
意
思
は
、
設
立
者
（
法
人
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
示
し

た
も
の
が
「
規
則
」
で
あ
る
（
宗
法
一
二
）
。
「
規
則
」
の
根
本
的
な
部
分
は
、
通
常
、
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
根
本
規
範
と
一
致

す
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
場
合
は
、
不
変
更
と
さ
れ
よ
う
。
然
し
、
そ
の
「
規
則
」
は
、
法
人
と
し
て
の
法
規
範
で
あ
り
、
然

も
単
に
そ
の
実
体
の
財
産
の
維
持
運
営
等
を
目
的
と
す
る
法
人
の
規
範
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
体
た
る
財
団
的
宗
教
結
合
体
の

自
治
規
定
程
硬
性
で
は
な
い
「
宗
法
一
二
Ｉ
９
、
二
六
ー
）
。

　
財
団
的
宗
教
法
人
の
意
思
実
現
は
、
責
任
役
員
・
代
表
役
員
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
宗
法
一
八
）
。
こ
れ
ら
の
役
員
等
が
、
そ
の

実
体
た
る
財
団
的
宗
教
結
合
体
の
機
関
と
名
称
・
資
格
・
権
限
な
ど
、
一
致
し
て
も
、
し
な
く
て
も
い
い
（
宗
法
一
二
Ｉ
５
・
６
）
。

代
表
役
員
は
責
任
役
員
の
一
人
が
な
る
。
彼
は
法
人
を
代
表
し
、
事
務
を
総
理
す
る
。
責
任
役
員
は
三
人
以
上
い
な
く
て
は
な
ら
な
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い
。
そ
の
職
権
は
「
規
則
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
人
の
事
務
を
決
定
す
る
（
宗
法
一
八
Ｉ
Ⅲ
Ⅵ
）
。
従
っ
て
「
規
則
」
で

そ
の
決
議
事
項
を
制
限
で
き
る
か
ら
、
責
任
役
員
を
法
人
の
意
思
機
関
と
す
る
こ
と
も
（
こ
の
場
合
は
、
既
に
財
団
性
を
失
う
）
、

し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
財
団
的
宗
教
法
人
が
任
意
に
解
散
す
る
（
法
人
格
を
失
う
こ
と
）
場
合
の
決
定
は
、
同
法
（
四
三
Ｉ
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
代
表
役
員
が
な
し
得
る
し
、
又
、
「
規
則
」
の
定
め
に
従
っ
て
責
任
役
員
も
行
い
得
る
。

　
平
信
者
は
、
財
団
的
宗
教
法
人
の
事
業
の
対
象
と
考
え
ら
れ
（
宗
法
二
）
、
又
、
利
害
関
係
人
た
り
得
る
（
宗
法
一
二
Ⅱ
、
二
三

等
）
が
、
そ
の
構
成
員
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
又
、
財
団
的
宗
教
法
人
が
そ
の
礼
拝
の
施
設
を
滅
失
し
て
、

一
定
期
間
以
上
そ
れ
を
備
え
な
い
と
き
は
、
解
散
命
令
の
事
由
と
な
り
得
る
（
宗
法
八
一
Ⅲ
）
。
こ
の
こ
と
は
、
財
団
的
宗
教
法
人

の
実
体
た
る
財
団
的
宗
教
結
合
体
に
物
的
施
設
が
必
須
要
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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